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特掲診療料

第 8部

精神科専門療法

精神科専門療法への個別指導の状況において，全体的に診療録へ

の療法の要点の記載もれや 記載されていても内容が、乏しい旨が指

摘されています。 画一的にならず\個々の計画に沿って行った療法

及びその効果等についての記載が必要で、す。

また，実施時間の規定があるものについては療法に要した時聞を

記載し，要件を満たしている根拠を明確にします。

家族に対して行った場合についても，誰に行ったかだけでは芯く

診療の要点も記載します。

, 
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参考/個別指導の状況 ※重複する内容は編集しました

.1001 入院精神療法 .1005 入院集団精神療法

〈記載) <記載〉

- 療法の要点を記載していない 又は記載が乏しい。 ・ 療法の要点を記載していない。

・入院精神療法 ( 1 ) ー療法に要した時間の記載がな く算定〉

い。 ・ 15名を超える患者に対して実施している。

.1002 通院・在宅精神療法 .1006 通院集団精神療法

〈記載) <記載〉

-要点、の記載が不十分，又は記載がない。 ・診療の要点の記載が乏しい。

-家族に対して行った場合についても ， 診療の要点記

載がない。

- 診療に要した時間を記載していない又は画一的とな

っている。

- 診療に要した時聞が明確でない場合には，所定の時

間を超えたことが明らかであると判断される精神療

法を行った場合に限り， ro分超j などの記載を行

い，算定要件を満たしていることを明確にする。

- 診療録とレセプ卜の診療時間の記載が異なる。

〈算定〉

・一般的な療養指導のみで算定した。

. 対象疾患でない患者に算定した。

- 家族に対する通院精神療法は，家族関係が当該疾患

の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定

する。

-入院中の患者以外の患者について， 退院後4週間を

超えて行われた場合にあっては，通院精神療法と在

宅精神療法を合わせて週 1 回を限度として算定でき

る乙とに留意する。

.1002之精神科継続外来支援・指導料

〈記載〉

要点の記載が不十分.又は記載がない。

-病状，服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とし

た支援に係る指導の要点の記載がない。

.1003 標準型精神分析療法

〈記載〉

-療法の要点及び診療時間を記載していない。

.1004 心身医学療法

〈記載〉

- 療法の要点を記載していない。

.1007 精神科作業療法

〈記載〉

- 要点の記載が不十分。

〈算定〉

- 実施した日に医師の診療がない。

.1008 入院生活技能訓練法

〈記載〉

要点の記載がない。

- 実施時間に係る記載が画 的である。

.1008・2 精神科ショート・ケア

1009 精神科デイ・ケア

〈記載〉

-診療計画書の作成が不備である。

-要点及び診療時間を記載していない， 又は， 記載内

容が不十分。

.1011 精神科退院指導料

〈記載〉

・患者又はその家族等に交付した説明文書の写しを貼

付していない。

〈算定〉

- 他の病院に入院するため転院した患者に算定した。

.1012 精神科訪問看護・指導料

〈記載〉

・ 実施した訪問時間(開始時刻及び終了時刻)を記録

していない。

・ 精神科訪問看護 ・ 指導料「注 4J の加算(編注.複

数名精神科訪問看護-指導加算)について， 医師

が， 複数の保健師等による患家への訪問が必要と判



断した理由を記載するなどし，算定根拠を明確にす

る。

.1012之精神科訪問看護指示料

〈算定〉

- 精神科訪問看護指示料で算定すると乙ろを訪問看護

指示料で算定した。

.1013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

〈記載〉

-治療計画及び指導内容の要点を記載していない。

.1015 重度認知症患者デイ・ケア料

〈記載〉

- 実施 したデイ ・ ケアの要点の記載がない。

参考/個別指導の状況 239 
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1000 精神科電気痘肇療法
「注3J 麻酔医師加算(許可を受けた医師が麻酔を行った場合) 図

精神科電気疲聖堂療法とは， 100ボル ト前後の電流を頭部に短H寺開通電するこ

とを反復し，各種の精神症状の改善を図る療法をいい，精神科を桜初する保険

医療機関において，粘事11科を担当する医師が行った場合に限り 日 l 凹に|恨

り算定します。 精神科電気密懲療法は， 当該療法についてト分な知識を有する

医師が実施すべきものであり， 当該医師以外の介助者の立ち合いの下に，何ら

かの副作用が生じた際に適切な処fjjが取り得る準備の下に行われなければなり

ません。

� 1 J マスク文は気館内抑管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 ! と

� 2 J 1 以外の場合があり， � 1 J については，麻酔に従事する医r:m (麻酔科に

つき医療法第 6 条の 6 第 l 項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限

る)が麻酔を行った場合には加算が算定できます。

胆規定[記載又は添付]

「注 3J に規定する加算は，麻酔科棋携医により，質の高い麻酔が提供され

ることを評価するものである。 当該力n算を3平定する場合には， 当該麻酔科際紛

医の氏名，麻酔前後の診察放び麻酔の内容を診療録に記載する。 なお， 麻酔Jìlj

後の診察について記.liXされた麻酔l記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付

により診療録への記載に代えることができる。

胆記載等のポイント

口麻酔科襟携医の氏名，麻酔前後の診察及び麻酔の内容を記載，又は麻酔

記録等を添付する。

※ l 当該麻酔に要する費用は

所定点数に含まれ，別に算定

できません。 ただし， 当該麻

酔に伴う~剤料及び特定保険

医療材料料は別途算定できま

す

--、



1001 入院精神療法

入院精神療法とは，入院患者であって粉判l疾患※ l 又は精神症状を伴う JJì日間

質性|略者があるものに対 して， 一定の治療計画に基づいて精神田から効果のあ

る心地!的影響を与えることにより，対象紛争1 1疾患に起因する不安や葛藤を除去

し，情緒の己主義を図り洞察へと導く治療方法です。

入院紛争1 1療法 (I)は，精神保健指定医が30分以上行った場合に，入院日

から 3 月を限度として週 3 回に限りn:定します。

入院精神療法(II )は， 入院日から 4 週間以内のj切開に行われる場合は週 2

[i'i]，入院日から 4週間を超えるJVI問に行われる場合は週 I 回をそれぞれ限度と

して算定します。 ただし， 重度の粕事1 1 障害者 ωZ に対して精神保健指定医が必

姿と認めて行われる場合は，入|涜JU J I I\l にかかわらず週 2 回に限り 3草定 します l.
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※ 紛争11科専門締法J の官1I

において，紛争1 1疾!&tとは， I 

CD ー 1 0 (j主l 際疾病分知)

の第 5�;� r粉事1 1およひ:iiilllJの

|邸者j に該当する疾病又は第

6 ~iに規定する「アルツハイ

マー (A l zlle i me r) 病J ， r て

んかんj 及び「睡眠附g~ J に

該当する疾病をいいます

※ 2 措置入院怨者， 医療保護

入院患者及び任意入院である

が何らかの行動制限を受けて

いる患者等です

※ 3 紛争1 1科書割、初保険医療機関

.規定 [記載 の紛争11保健指定医その他の粉
入院精神療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む)は， その~点 ! 神科担当医師が， 保険医療機
を診療録に記1践する。 入院精神療法( 1 )にあっては，更に当該療法に要 した | 関内の紛争11療法を行うにふさ

H寺山1及びその要点を診療録に記載する。 1 わしい場所で，必裂なH寺|間行

.記載等のポイン ト

〈共通〉

ロ療法の要点を記載する。

〈入院精神療法(I )) 

口当該療法に要した時間及びその要点を記載する。

胆記載例

9 月 1 日

入院精神療法(I)

13: OO~13 : 55 精神保健指定医 00医師

個室ベッ ドサイドにて面接

本人ベッ ドに臥床したまま応答

S) r眠れるようになってきま した」

「食事も何とか食べていますが まだ誰かに狙われているような気が

しますJ rでも入院前のように命の危険を感 じるほどでなくな り ま し

たJ r飲んでいる薬で困ることは，便が出にく いことですJ

0 ・ A ) 第一次自律性は回復傾向。 ADL もおおむね自立してきたが，診

察念j窓 ・ 妄想気分・ 被害妄想はもっている。 0スペリドンによる便秘

傾向

p) 0スベリド ンは 6mgのまま継続 し，タOモリ ン及びセンOシ ド を追

加。 引き続き個室にで保護的に観察 し，徐々に行動範囲を拡大する。

った場合に |恨り算定します

均七 A230-4有沖I l flf リ エゾン

チーム加fI:の届出保険医療機

関は， 粉有1 1科を121物していな

い場合にも，算定できます

※ 4 算定できる回数は，医学

的に妥当と認められる回数を

限度とします。 同時に線数の

!怠者又は彼数の家族を対象と

して集団的に行われたILi合に

は，算定できません

※ 5 家族に対する入院粉科l療

法は，統合失調症患者で，家

族|主I係がその疾!il:1のj原因又は

耳r: Jb.4の原因と抑定される場合

に |浪り，初回入院|時に， 入院

中 2 回に |浪り算定できます。

ただし，患者の病状説明， JII~ 

量産指導等一般的な療護指導で

ある場合は，fI一定できません

( l 当該療法に要したH寺間及

びその要点を記n車します
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1002 通院・在宅精神療法
給付調整 介護老人福紐施設に入所している患者等に対するもの

通院 ・ 在宅精神療法は. r 1 J 通院精神療法と r2 J 在宅精神療法がありま

す。 入院患者以外の!妻、者であっ て，精神疾患、引 又は精神症状を伴う脳器質性

障害(患者の著しい病状改普に資すると考えられる場合にあっては当該患者の

家族)に対して，精神科担当医師 (研修医を除く)が一定の治療計画のもとに

危機介入，対人関係の改善，社会適応能力の向上を図るための指示， 助言等の

働きかけを継続的に行う治療方法です。

診療に要 した時間 i: 2の規定がありますので，診療録には実施時間の記械が

必要になります。

r2J 在宅精神療法は，入院患者以外の患者について算定しますが. r介護老

人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所 している患者J . r短期入所

生活介護又は介護予防短期入所生活介護を受けている患者J について も ， 算定

することができ ます。

.規定[記載]

- 通院 ・ 在宅精神療法を算定する に当た っ ては， 診療録に当該診療に要 した |時

間を記載する こと。 た だ し，当該診療に要 した時間が明石在でない場合には，

当該診療に要 した l時間が 5 分. 30分又は60分を超えたことが明 らかである

と判断される精神療法を行っ た場合に限り. ro分超j な どの記載でも差 し

支えない。

・ 通|涜 ・ 在宅精神療法を行っ た場合 (家族に対して行っ た場合を含む)は， そ

の要J誌を診療録に記íl戒する。

. (介護老人福祉施設の入所患者等芳 3 ) 在宅精神療法を往診l時に行う場合に

は， 精神療法が必要な理，1-， を診療録に記;1誕する。

胆記載等のポイント

口診療に要した時間を記載する。

口実施した療法の要点を記載する。

口家族に対して行った場合はその旨を記載する。

〈介護老人福祉施設の入所患者等"' 4/在宅精神療法を往診時に行う場合〉

口精神療法が必要な理由を記載する。

.記載例

5 月20日

通院精神療法(ハ) (2) 30分未満

1 0 : OO~ 1 0 : 1 5 00医師

患者のみ来院

0) r先週，アルバイトの面接に行った。 病気のことや通院服薬中である

ことも告げてあるので. 184時間で週2 日くらいから，事務の補助

をやってく れるように頼まれました。 ~省略~J

※ l 本町 r 1 001 入院精神

療法J を参!!~

※ 2 医師l自らが患者に対して

行う問診，身体診察(視診，

聴診，打診，倒!診)及び通

院・在宅粉事1I療法に要するl時

間をいい， これら以外の診療

に要する l侍聞は含みません

。 精神科撚務保険医療機関の

精神科担当医師が行った場合

に限り算定しますが，同時に

複数の患者又は被数の家族を

対象に集団的に行われた場合

には算定できません

。 患者の家主主に対する通院 ・

在宅精神療法は，家族関係が

その疾患の原因ヌは培惑の原

因と推定される場合に限り p:

定します

※ 3 ， ※ 4 介被老人福祉施設

又は地域密主t型介護老人橋枇

施設に入所中の患者， 短期入

所生活介護又は介護予防短期

入所生活介護を受けている患

者をさします

( l 診療に要した時間を記載

します

A. P) 必ず治る病気なので， あせらず，落ち着いて自然に対応するよう | ( 2 笑施 した療法の要点を記

に。 十分休憩を取るように。 その他対人関係・日常生活の注意事項な 1 II講します

ど本人の疑問に対してアドバイスした。 抑うつ症状は悪化なく ， 処方

不変とする。
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1002 通院・在宅精神療法
「注4J 児童思春期精神科専門管理加算の 「ロJ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神憲法を行った場合

児蛍思春期精神科専門管理加算は，当該加算対象の保険医療機関以 l におい

て，迎|涜・在宅精神療法を行った場合に，下記の fイ J 又は 「ロ j のいずれか

を加算するものです。

「児111思春期精神科の専門の医flìlîJ ‘ Z又は当該専門の医師iの指導の下，精神

療法を実施する医師が，専門的な精神療法を実施した場合に算定できます。

「イ J … 1 6歳未満の患者(精神科を最初に受診した日から 2 年以内)

「ロ J …20歳未満の患者(精神科を最初に受診した日から 3 月以内) 日

胴規定[添付]

「注 4 J の 「ロ j については，発達障害や!虐待の有無等を含む精神状態の総

合的な評仰j. 鑑別診断及び療育方針の検討等が必要な者に対し，発達歴や日常

生活の状況の聴取 ・ 行動観察等に基づく. 60分以上の専門的な精神療法を実

施する。 なお， 実施に当たっては，以下の要件をいずれも満たす。

ア 発達郎筈の評{jlli に 当たっては. ADトR (Autisl11 Diagnostic Interviewｭ

Revised) や Drsco (Th巴 Diagnostic In t巴 rv i ew for Social and 

COl11l11unication D iso rders) 等で採用されている診断項目を考慮する。

イ 忠者及び患者の家族に，今後の診療計画について文書及び口頭で説明す

る 。 説明に用いた診療計画の写 しを診療録に添付する 。

ー記載等のポイン卜

口実施時間を記載する。

口評価，鑑別診断及び療育方針の検討等の要点を記載する。

口患者等への説明に用いた診療計画書の写しを添付する。

口当該加算を算定した旨を記載する。

※ l 算定対象となるのは， 特

定機能病院若しくは A3 11 -4

児童・思春JUj紛争11科入院医療

管理II料の届出保険医療機関又

は当該保険医療機|期以外の保

険医療機関である施設基準迎

合届出保険医療機関です

※ 2 精神保健指定医に指定さ

れてから 5 年以上にわた っ て

主 に20歳未満の!患者に対す

る粉神医療に従事した医f:iliで

あって，現に紛争11保健指定|去

である医師lです

※ 3 Iロ」については l 回に

|浪りの算定です。 60分以上

の療法を行った場合です
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1002 退院・在宅精神療法 「注5J 特定薬剤副作用評価加算

通院 ・ 在宅精神療法の特定薬剤副作用罰I'- {mi加算は，抗精神病薬を服用中の患

者について，精神保健指定医又はこれに準ずる者が，通常行うべき薬剤の副作

用の有無等の確認に加え，さ ら に薬原性im体外路症状評価尺度を用いて定量的

かつ客観的に薬原性錐体外路症状の評価を行った上で，薬物療法の治療方針を

決定した場合に算定します，、

.規定[記載]

[別紙様式33J ;" 2 に準じて評価を行い， その結果と決定した治療方針 につい

て，診療録に記載する。

胆記載等のポイント

口薬原性錐体外路症状評価尺度を用いて薬原性錐体外路症状の評価を行

い， その結果を記載する。

口結果に基づき決定した治療方針を記載する。

口当該加算を算定した旨を記載する。

.記載例

6 月 1 日

通院精神療法(ハ) (1) 30分以上

※ l 月に l 聞に限り算定しま

すが， 同一月に 1 002-2精神

科継続外来支援・指導料の

[注 4J 特定薬剤副作用詳細Ii

加算を算定している態者につ

いては，算定できません

※ 2 別紙様式33J → D 1 E 

p s s (主主原性錐体外路疲状
言l' fiI li尺度)全項目評日lí用紙

(解釈 p 1 246参照)

特定薬剤副作用評価加算 | ( I 当該加算をJ?定した旨を

D 1 EPSS施行 1 0 : 00 -1 0 : 40 記献します

評価者 : 00

A , p) ( 2 結果に基づき決定した治

・今後，さらに眠気や EPSあればOーラン減らす方向。 I 療方針を記載します

. EPS など副作用軽度。今の処方で落ち着いており ， このまま処方す

る。ゆくゆくは減らして行く方針。

-過食と空腹はCPや RISの影響あるかも。 本自体重チェックo

(jjl糊式33 : 電子カルテ内文書管理にて作成保存) ⑨ 3 劉Jil側側路疲状削li

尺肢を用いて評日Iiを行い，そ

の結果を記載します(添付又

は保存でも可)
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1002 通院・在宅精神療法
「注6J 3種類以上の抗うつ薬又1~3種類以上の抗精神病薬を投与した場合

迎|民 ・ 在宅精神療法を算定している患者に対して回の処方において. 3 

租l類以上の抗うつ薬又は 3 種類以上の抗精神病薬を技与した場合. r別に厚生

労働大 |歪が定める要件 ;:" を満たさない場合は，所定点数の 100分の501こ相 | ※ l 以下に掲げる袈件をいず

当する点数により算定しなければなりません。 I れも満たすこと

.規定[記載]

rr-16 J の「別に厚生労働大臣が定める要件j のうち「当該患者に対し，適

切な説明や医学管理!が行われていること j とは，当該月を含む過去 3 か月以内

に以下の全てを行っていることをいう 。

① !illt者又はその家族等の患者の看設や相談に当たる者(以下 「患者等J)

に対して，当該投与により兇込む効果及び特に留意する副作用等について

説明し，診療録に説明内容及び出者等の受け止めを記載している。 ただ

し，説明を行うことが診療上適切で、ないと考える場合は， 診療録に その耳I!

山を記l践することで代替して差し支えない。

② JJ良薬状況(銭薬の状況を含む) を!患者等から聴取 し，診療録に記載して

いる。

③ 3 種類以上の抗精神病薬を妓与している場合は， r注 5 J に掲げる客観

的な指標による抗精神病薬の副作用評価Iiを行 っている。

④ 減淡の可能性について検討し， 今後の滅薬計画又は減薬計画が立てられ

ないJ盟 rJ] を患者等 lこ説明し，診療録に説明内容及び患者等の受け 止めを記

M~ している。

刷記載等のポイント

口患者等への説明内容，及びそれに対する患者等の受け止めを記載する。

口 (患者等への説明を行うことが適切でないと判断した場合)その理由を

記載する。

口服薬状況(残薬の状況を含む)を記載する。

口患者等に説明した今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由，及

びそれに対する患者等の受け止めを記載する。

.記載例

12月 1 日

通院精神療法 (ハ) (1) 30分以上， 特定薬剤副作用評価加算

診療時間 1 4 : 00 -1 5 : 00 

0 , A) 頭痛の原因が不明であるので，今後に検討を要する

・体重増加でO口クエル減量中だが，食欲の充進(ー )

・ 0ナセン追加で考想転移はなくなっている 他省略

[服薬状況]

- 定期的に服薬できている(空包装で残薬確認) 他省略

[0 I EPSS] 本日実施 〈別紙33 結果添付〉

P) 滅薬計画等

- 本人は現在の処方内容を希望。病状が不安定でありしばらく経過観察。

・ 春ごろには， 0ロクエル減あたりを検討か。

① 当該保険医療機関におけ

る 3 穏類以上の抗うつ薬及

び 3 種類以上の抗粉事Ilj商談

の投与の頻度が低いこと

① 当該!選者 lこ対し，適切な

説明及び|涯学管叫が行われ

ていること

③ 当該処方が|臨時の投i!ili等

のもの又は態省ーの病状等に

よりやむを得ないものであ

ること

(特掲診療料の胞設基準等

日1I表第十の二の凶→解釈

p 1 927参!!i日)

( 1 JIF1禁状況を記載します

( 2 説明した今後の減謎計

匝1，及びそれに対する!心者等

の受け止めを記載します
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1002 通院・在宅精神療法「注7 J 措置入院後継続支援加算 図

措置入院後継続支援加算は，通院 ・ 在宅精神療法の r 1 J のイ 〉く 1 を算定す

る患者に対し， 医師の指示を受けた看護職員(看護問i ， ìff:看護師)又は精神保

健福祉士が，対面又は電話で，月 l 回以上の指導を行った上で 3 月に l 回以

上の頻度で当該患者の退院後支援について総合調整を担う都道府県等に対し，

当該患者の治療や生活の状況及びより一層の支援が必要と考えられる課題につ

いて， 文書で情報提供している場合に 3 月に l 回に限り算定できます。

なお，指導等を実施した月の翌月以降に通院 ・ 在宅精神療法を行った場合に

算定しで も差 し支えないこととされていますが，指導等を行った月 と算定する

月が異なる場合には， 診療報酬明調11書の摘要欄に指導等を行った月を記載する

必要があります。

胆規定[記載]

診療録等において， 毎回の指導内容を記載すると ともに， 都道府県等への情

報提供の写しを記録すること。

.記載等のポイント

口毎回の指導内容を記載する。

口都道府県等への情報提供の写しを記録する。

口当該加算を算定した旨を記載する。

※ I f 1 J 通院精神療法

イ 精神保健福祉法第29条

又は第29条の 2 の規定に

よる入院措置を経て退院し

た患者であって，都道府県

等が作成する退院後に必要

な支援内容等を記載した計

画に基づく支援期間にある

ものに対して， 当該計画に

おいて療養を担当すること

とされている保険医療機関

の精神科の医師が行った場
A 
口



特掲卜7. 特掲卜8 247 

1002之精神科継続外来支援・指導料
1002-2 精神科継続外来支媛・指導料 「注4J 特定薬剤副作用評価加算

精神科継続外来支援 ・ 指導料とは，入院患者以外の患者で、あって，精神疾患・: ~ I 

のものに対して，精神科棋務保険医療機関の精神科担当医師が，精神障害者の

地域生活の維持や社会復帰に向けた支援のため，患者又はその家族等の患者の

看護や相談に当たる者に対して，病状. 11医薬状況及び副作用の有無等の確認を

主とした支援を継続して行う場合を評何li したものですM 来

「注 4 J 特定薬剤l副作用評iilli 1JII算は， 抗精神病lItl!を 11服用 ~I:Iの患者について，

精神保健指定医又はこれに準ずる者が，通常行うべき薬剤lの副作用の有無等の

確認に加え，さらに薬!束性~ÍÊ体外路症状言|哨lIi尺度を用いて定量的かつ客観的に

薬原性îm体外路症状の評価を行った上で，薬物療法の治療方針を決定した場合

に算定します則。

胆規定[記載]

- 精神科継続外来支援 ・ 指導を行った場合は， その要点を診療録に記載する。

〈特定薬剤副作用評価加算〉

. r別紙様式33J ※ 5 に準じて評価Ii を行い， そのれ11栄と決定した治療}J~ I につい

て，診療録に記載する。

胆記載等のポイント

口実施した支援・指導の要点を記載する。

〈特定薬剤l副作用評価加算〉

口薬原性錐体外路症状評価尺度を用いて薬原性錐体外路症状の評価を行つ

た結果を記載する。

口結果に基っき決定した治療方針を記載する。

.記載例

7 月 1 日

精神科継続外来支援・指導料 10 ・ 00-10 : 20 

S ) ・最近食欲がなくなった。 給食を全く食べない，夜も白米をあまり食

べない， 好きな物なら食べる。

・学校では落ち着きがあって，勉強も気が向けば集中している様子。

怒っ ても醒めるのが早くなった。毎年マラソン大会は歩いていた

が，今年は最後まで走った。

-朝が起きられず遅刻するようになっている。

A. P ) 薬を飲み始めてからか?

0ンサータの効果はあるが，食欲低下 ・ 体重減少あり。

今回は様子見る。

※ l 本書 r 1 001 入院精神

療法J を参!I.日

※ 2 患者 I 人につき l 日に l

回に|浪り算定します

※ 3 患者に対して. I 回の処

方において， 3 稲類以上の抗

不安楽， 3 租類以上の l睡眠

薬. 3 種類以上の抗うつ薬又

は 3 種類以上の抗精神病薬を

投与した場合(j臨時の投薬等

のもの及び 3 種類の抗うつ楽

又は 3租類の抗粉村l病薬を!謀

者の病状等によりやむを得ず

投与するものを除く)には算

定しません

※ 4 月に l 匝lに限り算定しま

すが，同一月に 1002逝 |涜 ・

在宅精神療法の「注 5 J 特定

薬剤副作用評価IJ日算を算定し

ている患者については，算定

できません

※ 5 r)]胸間i式33J →DJ EPSS

(楽Jjfj悩 $(1体外路症状許制li尺

度)全項目評価用紙(解釈 p

1 246参mo

。 特定薬剤副作用評価i加算に

ついては， 本書 r 1002通

院・在宅精神療法 「注 5J 特

定薬剤副作用評価加};ì:J 参!I.~

( l 支援・指導の袈点を記載

します
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1002-3 救急患者精神科継続支援料

精神科医又は精神科医の指示を受けた看諮師，作業療法士，精神保健福布|

士，公認心理H:m若しくは社会福初土引 が，自殺企図若しくは自傷又はそれら

が疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために医師が入院の必要を認

めた患者であって，精神疾患; : . の状態にあるものに対し. I~I 殺企図や精神状

態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で，解決に資する社会資

源について情報提供する等の援助を行う他，かかりつけ医への受診や定期的な

服薬害事，継続 して精神疾患の治療を受けるための指導や助言aを行った場合に算

定します。

r I J 入院患者 口一入院1:1 から 6 月以内の期間に月 l@]に|浪り算定

r2J 入院患者以外の患者‘制 …退院後，電話等で継続的な指導等を行った場

合に， 退院後 6 月を限度として，言1-6 巨| に |浪

り算定

胆規定[記載]

指導等の内容の要点を診療録等に記載する。

胆記載等のポイント

口かりつけ医への受診や定期的な服薬等， 継続して精神疾患の治療を受け

るための指導や助言等の要点、を記載する。

※ l 指導ミ宇を行う精神科医又

は精神科医の指示を受けた看

護問I等は，適切な研修を受議

している必要があります

※ 2 本 )~l r I 00 I 入院精神
療法j を参!照

※ 3 r I J は，紛争11科医の指

示を受けた看護師等が指導讐;

を行う場合には，あらかじ

め，当該粉神科医が週に llill

以上診察している必要があり

ます

※ 4 r 2 J は，粉事11科医又は

精神科医の指示を受けた看護

師等(いずれも入院中に患者

の指導等を担当した者に |浪

る)が，電話等で l 月に 2 巨l

以上の指導等を行った場合に

I 回:\'l:一定することとし，退院

から 6 月に 6 回に限り 3平定し

ます。 なお，指導等を実施し

た月の翌月以降に外来を受診

した際にJ'I:定しでも差 し支え

ないこととし，指導等を行っ

た月と 3平定する月が異なる湯

合には， レセプト摘要欄に指

導等を行った月を記載します



1003 標準型精神分析療法

口述による自由連想法を用いて，抵抗，転移，幼児体験等の分析を行い解釈

を与えることによって洞察へとおく治療法をいい，当該療法に習熟 した医師に

より行われた場合に，相l'l:ね)=1 6 回を綴準として算定 します。 また，粕相1 1科棋勝

保険医療機関以外の保険医療機関で，標準型粉事1 1分析療法に習熟した心身医学

を専門とする医師が行った場合においても算定できます れ 1. ~: 2 

.規定[記載]

機準型給事jI分析療法を行った場合は， その~点以び診療11寺問を診療録に記;1&

する。

胆記載等のポイント

口実施した療法の要点及び診療時間を記載する。

.記載例

9月 I 目
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※ l 診療に嬰した 1時間が45

分を超えたときに|浪りの一定し

ます

※ 2 口述でなく筆記による自

|卦辿惣法的手法で行う紛争\1分

析療法は， 日時間以上にわた

るような場合でも，入院患者

は 1001 入院中内相11 療法 によ

り，入院患者以外の患者は 1

002通院・在宅精神療法によ

り算定します

標準型精神分析療法 13: 00-14: 05 ( l 診療時|笥を記載します

※ 

生活環境が彼と暮らすようになって変わって，母ともけんかしてしまった | ( 2 腕の要点を制高します
からそれが尾を引いてしまっている。 彼は夜遅く帰ってきて，朝も早い。

リズムが崩れて，よく眠れず，朝も早く目が覚めてしまう。一人の時間が

長くて寂しかったり ， 不安。 昼寝もじっとしていられず落ち着かな く てで

きない。これから仕事を辞めてしまっておかしくなってしまうのではない

かと不安になる。時間はあるはずなのに，気持ちにゆとりがない。

気持ちの切り替えがとても難しい。本人も分かっているが，なかなか切り

替えられず， 元の話に戻ってしまう。

彼との暮ら し， 仕事を辞めること，就職先を考えることなどいろいろとル

ーティ ンとは違うことがあり，その不安で不安定になっている。

※ 

考えることを小さく分けて，一つ一つ考えていきましようと伝える。

次回は辞める職場について。

※ 

さらに夕方，連絡あり ， 20分ほどお話を聞く 。 不安定。

治療継続
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1003-2 認知療法・認知行動療法
給付調整介護老人福祖施設に入所している患者等に対するもの

入院患者以外のうつ病等の気分隊害，強迫性|場害，社交不安隙害， パニ ック

障害，心的外傷後ストレス障害又は神経性過食症の患者に対して，認知の偏り

を修正し，問題解決を手助けすることによって治療することを目的とした精神

療法をいい日につき算定します。

実施に当たっては，厚生労働科学研究班又は図立研究開発法人国立精神・事l'

経医療研究センター研究班が作成したマニュアルがあり，当該マニュアルに従

って行った場合に限り算定できます。

当該療法は，入院患者以外の患者について算定 しますが. r介護老人福祉施

設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所している態者J. r短期入所生活介護

又は介護予防短期入所生活介護を受けている患者j についても， 算定すること

ができます。

胆規定 [記載]

- 認知療法 ・ 認知行動療法を行っ た場合は， その要点及び診療i時間]を診療録に

記紋する。

. (介護老人福祉施設の入所患者等"' 1 ) 往診 11寺に行う場合には， 精神療法が必

要な耳I! rll を診療録に記秘する。

.記載等のポイン ト

口実施した療法の要点及び診療時間を記載する。

〈介護老人福祉施設の入所患者等日/往診時に行う場合〉

口精神療法が必要な理由を記載する。

.記載例

症例 : うつ病

9 月 1 日

認知療法・認知行動療法 10:00-10:40 

S) 簡単な仕事でミスをした。これから仕事もやっていけない。 大したミ

スでなく上司と相談してカバーできた。

0共感(ミスをすれば誰でも落ち込む。大変ですね)

O職場に迷惑が掛かっていないし，自分で対策を講じているから，今後の

ことを考えるとよかったのでは。

o r仕事をやっていけなしリなどと自分に悲観しすぎると悪循環になります。

。 当該療法の所定点数は， 次

の r 1 J 及び r2J に分かれ

ています

r 1 J 医師による場合
r 2 J 医師及び看諮師が共同
して行う場合

。 一連の治療計 i函を策定 し，

患者に対 して詳細な説明を行

った上で， 当該療法に関する

研修を受講するなど当該療法

に習空A した医師によって30

分を超えて治療が行われた場

合 < r 2 J において，看護側I

により 30分を超える面接が

行われ，その後当該療法lこ習

熟した医師により 5 分以上の

面緩が行われた場合を含む)

に， 一連の治療について 1 6

回に限り算定します

※ 1 ，※ 2 介護老人福祉施設

又は地域密着型介護老人福枇

施設に入所中の患者，短期入

所生活介護又は介謎予防短期

入所生活介護を受けている患

者をさします

( l 要点と診療11寺|聞を記載し

ます



1004 心身医学療法

心身症の患者について， 一定の治療言 I"ìlliî に基づ、いて，身体的傷病と心理I!・社

会的要因との閲述を明らかにすると ともに， 当該j長者 に対して心理I!的影響を与

えることにより，症状の改善又は傷病からの回復を図る治療方法をいいます。

この心身医学療法には，自律訓練法，カウンセリング，行動療法. lIlH収療法，

バイオフィードパック療法，交流分析，ゲシュタル ト療法， 生体エネルギー療

法，森岡療法，絶食療法， 一般心理療法及び簡便型精神分析療法が含まれます。

初診時 (AOOO初診料の「注 5 J のただ し古に規定する初診を含む)には診

療|時間話、 i が30分を越えた場合に |恨り算定できます、 "'

胆規定[記載}

心身医学療法を行った場合は， その~!去 を診療録に記載する。

.記載等のポイント

口 (初診時) 診療時間を記載する。

口実施した療法の要点を記載する。

.記載例

O月O日 乳癌術後(心身症)

内服状況 . 卜Oプタノール昼間飲めず夜間 1 錠のみ。テOレン・サOンパ

ルタ処方も飲めず。 他省略

鎮痛薬も約束したように飲めず自己判断で減らしていた。薬を飲むこと

に罪悪感あり，飲めていない。

慢性期に入るので神経の調整の薬剤は必要と説明。

所見:アロデイニア軽度びりびり。しめつけ・つっぱりはない。肩関節の

可動域需IJ限は軽度。体重減少 5kg。 他省略

カウンセリンク 乳癌術後の症状は再建に関係なく一定の割合で起こる可

能性有り ， 治療も長くかかることが多い。 まだ手術からそれほど経って

いないので十分改善する可能性は高い。 治療に時間はかかるが確実に薬

を飲んで焦らずにやっていくこと。メンタルの薬も担当医と相談してき

ちんと飲むように指示。 他省略

p ) 卜Oプタノ ール1 錠継続。次回メンタル受診時2錠ヘ増量を考慮して

もらう。神経痛の特効薬であることを強調。ス トレツチ少しずつ活動

度を上げる。

社会的サポー トが必要。 今日はアイピーに行ってみるように。

心身医学療法 10: 00-10: 30 
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※ l 医師自らが!忍者に対 して

行う i問診， 到!学的所見(視

診，階、診， 打診，触診)及び

当該心身医学療法に裂する l時

間をいい，これら以外の診療

に裂する時間は含みません

※ 2 入院患者は， 入院日から

4 週間l以内のJYlliiJ に行われる

場合には迎 2 回，入|抗日から

4 週間を越える!羽 1m に行われ

る場合は迎 l 回に |恨り算定し

ます

※ 3 入院!心者以外の!忍者は，

初診日から 4迎間以内の期間

に行われる場合は迎 2 回，初

診日から 4 ;且問を越える期間

に行われる場合は迎 I ITIIに限

り幻定します

。参考 診療報酬l抑制II l~}には，

傷病名に，身体的疾!怠名の後

ろに r <心身症) J と記載しま

す。 初診 11寺にぬ定する場合

は，摘~MIJに当該診療に要し

た l時間を記íI出します

( l 実施した療法の袈点を記

íI世します

( 2 当該療法を算定した旨を

言[!1I誕します
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1005 入院集団精神療法 園
1006 退院集団精神療法 図

入院集団精神療法は入院中の患者であって精神疾患引 のものに対し，迎|抗

集団精神療法は入院 I~:I の患者以外の態者であっ て精神疾患*2のものに対し

て， 一定の治療計画に基づき，積々の療法を用いて病状の改普を図る治療法を

いいます。 ともに 1 EI につき 11時間以上実施した場合に算定 します則。

入院集団精神療法については， 個々の患者について，精神科医nmによる治療

計画が作成されていることが必要です川

.規定[記載]

- 入院集団精神療法を笑施した場合はその婆点を個守の患者の診療録等に記11損

する。

・ 通院集団精神療法を実施した場合はその要点を個守の患者の診療録等に記il成

する。

胆記載等のポイント

口治療計画の要点、を記載する，又は治療計画書を添付する。

口実施した療法の要点を記載する。

.記載例

O月O日

入院集団精神療法

(別紙プログラム参照) CPMC 集団心理教育プログラム参照

[入院断酒教室]体験参加

参加者 OOD r , OON s ，患者本人，他患者8名

時間 10時~11 時

場所・多目的ホール

内容 「アルコールの問題を抱えた人の予後J

※ 

スマープのテキストを用いて講義を行った。 1 年間の断酒の意義や自助グ

Jレープの重要性等についてレクチャーし，ディスカツションを行った。自

発的な発言はなかったが，静かに他患者の話を聞いていた。

0月O日

通院集団精神療法 10 : 00 -11 : 00 

一療法内容の詳細省略一

[身体・表情] 緊張が強く， ようやく参加

[積極性}終始， 受け身 ・ 消極的

[発言]発言がほとんどない

[参加の効果]その場にいるだけで精一杯

[参加の様子， 今回の参加の意義，今後の課題など]

まずはチャレンジ。休まずに，少しずつ慣れていけばよい。

1 回は発言ができるようにしてい乙う。

※ 1 ，※ 2 本位 r 1 001 入

院紛争h療法j を参照

※ 3 樹事iJ科際務保険医療機関

で， 紛争1I科担当医師及び l 人

以上の紛糾l保他福祉士又は公

認心理師等により椛成される

2 人以上の者が行った場合に

限り ~:定します

※ 4 入院集団精神療法に使用

する十分な広さを有する医療

機関内の一定の場所及びその

場所を使用するI時間帯を予め

定めておくことが必要です

( I 笑施した療法の要点を記

総します

( i 患者個別に療法への評iilli

及び今後の課題などを記載し

ます



1006-2 依存症集団療法

入院Ji!:l者以外の患者て、あって， r t:l:J:せい剤 J ， r麻薬J ， r大麻j 又は「危険ド

ラッグJ に対する物質依存の状態にあるものについて，精神科医又は精神科医

の指示を受けた看設師，作業療法士，精神保他:絹布| 士若 し くは公認心理1H:i!îで、構

成される 2 人以上の者(このう ち I 人以上は， 当該療法の実施11寺|品lにおいて専

従する精神科医，看護師i又は作業療法士(いずれも依存症集団療法に |刻する適

切な研修を修了 した者に限る)であること)が，認知行動療法の手法を用い

て，薬物の使用を患者自らコ ン トロールする手法等の習得を図るための指導を

行った場合に， l lill に 20人に 111~ り， 90分以上実施した場合に算定します l リ

胆規定[記載]

依存症集団療法実施後に，精神科医及び精神科医の指示を受けて当該療法を

笑施した従事者が， 個別のj記者の泊1wn主や布仲1 1状態等について評イilli を行い， そ

の要点を診療録等に記載する。

胆記載等のポイント

口当該療法を実施した時間を記載する。

口当該療法を実施した従事者が個別の患者の理解度や精神状態等について

評価した要点を記載する。
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※ l 治療開始日から 6 月を限

度と して，迎 l 回に限り釘定

しますが，特 !こ必裂七1: を認

め，治療1m始日か ら 6 月を越

えて実施 した場合には，治療

IJH始日から 2 年を限J.ftとし

て，さらに週 l 聞かつ計 24

回に|限り算定できます

※ 2 平成22~24年度厚生労

似J科学研究賀補助金|障害者対

策総合研究事業において「薬

物依存症に対する認知行動療

法プログラムのIJH発と効果に

関する研究J の研究班が作成

した，物質使用 lí{~窃治療プロ

グラムに沿って行われた場合

に算定します
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1007 精神科作業療法 図

精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として行うもので、あり，

実施される作業内容の租類にかかわらずその実施時間は患者 l 人当たり 1 1::1 に

つき 2 1時間を;標準とします。 なお， 治療上の必要がある場合には，病棟や屡外

など，専用の施設以外において当該療法を実施することも可能です詩、 1. ;:: 2 。

.規定[記載]

精神科作業療法を実施した場合はその要点を倒守の患者の診療録等に記載す

る。

.記載等のポイント

口実筋時間を記載する。

口実施した療法の要点を記載する。

.記載例

11 月 1 日

精神科作業療法 9: 30~11 : 30 

療法内容: 手工芸

〈評価〉 時間通り に来院。

表情等:表情はいつものようにニコニコしている。

集中性 羊毛フェル卜でケーキを作る等，集中して取り組んでい

る。

行動，積極性羊毛フェル卜の本を図書館から借りる等，外にも

出ている。

〈今後〉 積極性も出て，効果あり 。 計画通り実施。

※ 人の作業療法士が，当

該療法を実施 した場合に算定

します。 この場合の l 日当た

りの取扱い患者数は，概ね

25人 を l 単位とし て， I 人

の作業療法土の取扱い患者数

は l 日 2 単位50人以内を糠

準とします

※ 2 ì肖耗材料及び作業衣等 lこ

ついては，当核保険医療機関

の負担です

( l 実施l時間を記載します
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1008 入院生活技能訓練療法 図

入院患者であって精神疾慰を有するものに対して，行動療法の翌日論に袈付け

られた一定の治療計画に基づき，観察学習， ロールプレイ等の手法によ り， )J眠

薬習慣，再発徴候への対処技能，着衣や金銭管理等の基本生活技能，対人関係

保持能力及び作業能力等の獲得をもたらすことによ り，病状の改善と社会生活

機能の回復を図る治療法をいいます。

対象人数及び実施される訓練内容の穂市iにかかわらず，患者 l 人当たり l 日

につき 1 U寺間以上実施した場合に |浪 り，迎 1 IITI に限 り 算定できます。

また人又は複数のf&t者を対象として行った場合に算定できますが， 複数

の患者を対象とする場合は ， 1 ITII に 1 5人 に限ります。 ただし，精神症状の安

定 しない急性期の精神疾患患者は対象と しません~: . I 以 2 . *3 

ー規定[記載]

入院生活妓能訓練療法を笑施した場合はその要点を個守の患者の診療録等に

記載する。

胆記載等のポイント

口実施時間を記載する。

口実施した療法の要点を記載する。

胆記載例

10月 1 日

入院生活技能訓練療法 ( S S T) 11: 00ー 12 : 15 

実施者 : 00

ウオーミングアップ:記憶力ゲーム

本題 ・他己紹介

〈評価〉 ・ウォー ミ ンク、アップ，本題とも集中出来ている。

- 本題の他己紹介では， はっきりとした口調で相手を紹介してい

る。

-妄想的言動や空笑も見られず，落ち着いて参加している。
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※ l 柏村i科椋務保険医療機関

で，経験のある 2人以上の従

事者が行った場合に限り算定

できます。 この場合，少なく

とも l 人は，看護印ji，准看護

f:ilí又は作業療法士のいずれか

と し， 他の l 人は精神保健相

羽| 士 ， 公認心理師又は看諮補

助者のいずれかとするこ とが

必袈です。 なお，看謎補助者

は専門機|刻等による生活技能

訓練，生活療法又は作業療法

に附する研修を修了 したもの

でなければなりません

※ 2 当該療法に従事する作業

療法士は， 1 007精神科作業

療法の施設基準において ， 精

神科作業療法に専従する作業

療法士の数には算入できませ

ん。 また， 当該療法に従事す

る肴諮師1 ， 佐看謎削i及び看殻

有Iì WJ者が従事する 1時間につい

ては，入院基本料等の施設基

準における看殻職員の数に算

入できません

※ 3 m耗材料等については，

当該保険医療機関の負担です

( l 笑施11寺院il を記載 します

⑨ 2 患者個別に療法への評価

及び今後の課題などを記載 し

ます
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1008-2 精神科ショート・ケア 図
1009 精神科デイ・ケア 図

柏村l疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じ

たプログラムに従ってグループごとに治療するものです。 実施される内容の部

類にかかわらず，その笑施 11寺 1m は患者 l 人当たり l 日につき，精神科ショー

ト・ケアは 311剖首]，精神科デイ・ケアは 61時間を標準とします。

それぞれ 「小規棋なものJ と「大規模なものj があり， r大規模なもの」 に

ついては， 多職事Eが共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定で

きます。

.規定 [記載]

. r大規綾なものj については，多峨有!が共同して疾患等に応じた診療言| 画を

作成した場合に算定する。 なお， 診療終了後に当該計画に基づいて行っ た診

療方法や診療結果について許制li を行い， その要点を診療録等に記載 している

場合には，参加者個別のプロ グラムを実施する ことができる。

- 精神科ショ ー ト ・ ケア及び:j;仲11科デイ ・ ケアを行っ た場合は， その要)~及び

診療時間を診療録等に記似する。

DD r大規模なものj について，多臓種が共同 して疾患等に応じた診療昔|

聞を作成した場合に算定することになるが，診療計画に基づいて シ ョ

ー卜・ ケア，デイ ・ ケアを提供するごとに，その内容や結果につい

て，従事する者全てです|哨lIi を行い， その要点を診療録に記;j出 している

場合は， 参加者を少人数に分けて，それぞれに個別のプロ グラムを実

施することは可能。 (平24.3.30 医療課事務述絡)

胆記載等のポイン ト

口実施したケアの要点及び診療時間を記載する。

〈大規模なものであって， 参加者個別のプログラムを実施する場合〉

口診療終了後に当該計画に基づいて行った診療方法や診療結果について評

価を行い，その要点を記載する。

.記載例

9 月 1 日 診療計画書・電子力ルテにスキャン保存。

精神科ショー卜・ ケア個別プログラム実施 1 2:30~ 15:30 

実施者 : 00作業療法士

場所:第O療法室(専用の療法室)

『評価j 評価日・ 9 月 1 日評価者 : 00

療養内容:デイ ・ケア祭への作品作り ， 就労に必要な計算練習

[自己管理]

適切な食事がとれている。生活リス.ムが整っている。身だしなみが整って

いる。症状に合わせた対処ができる(頓服， 休息， 相談)

[活動への取り組み方]

問題が発生した時には自己解決または周囲に助けを求める事が出来る

ーその他省略一

。 治療上の必裂がある場合に

は，病事I!や屋外など，専用の

胞殻以外において当該療法を

実施することも可能です

。 J原則， 入院!忍者以外の患者

に限り算定します(他医療機

関の入院店、者で，退院を予定

している場合の例外あり)

。 月 1 4回以上精神科デイ ・

ケア等を笑鈍した患者の数等

について，毎年 10月に地方

厚生(支)局長に報告します

O 精神科デイ ・ ケア等とは，

紛争l'科ショ ート・ ケア，柏村1

科デイ ・ ケア，材料l科ナイ

ト ・ ケア又は紛争l'科デイ・ナ

イト・ケアをいいます

。 消耗材料等については，当

該保険医療機関の負担です

。 入院患者に行う湯合は，対

象!&\者数に含めます

( l 診療|時IHI を記載します

( 2 参加者個別のプロ グラム

を実施する場合は，評価の要

J設を記;1出します
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精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として行うものであり，

その開始時間は午後 4 1時以降と し，実施される内容の種類にかかわらず，その

笑施時間は患者 1 人当たり l 日につき，精神科ナイト・ケアは 4 1時間以 精

神科デイ・ナイト・ ケアは 10時 1mを標準とします。

精神科デイ・ナイト・ ケアについて，多目j'~有lが共同して疾患等に応じた診療

音| 匝iを作成して行った場合には，疾ri!l、別等診療計画加算が算定できます。

.規定 [記載]

- 精神科ナイト ・ ケア及び精神科デイ ・ ナイト・ケアを行った場合は， その要

点及び診療H寺間を診療録等に記放する 。

-精神科デイ・ナイト・ ケア 「注 5 J に掲げる加算の対象となる患者は，多l倣

種が共同 して「特掲診療料の施設基準等及びその届出に閲する手続きの取扱

いについてj の別添 2 の [様式46の 2J x' "又はこれに準じる様式により疾

患、等に応じた診療音| 匝iを作成 して行った場合に， 加算する 。 なお，診療終了

後に， 当該言 | 画に基づいて行った診療力法や診療~i*について評制Ií を行い，

その要点を診療録等に記載している場合には，参加者個別のプログラムを実

施することができる。

.記載等のポイン卜

口実施したケアの要点及び診療時間を記載する。

〈精神科デイ・ナイト・ケア/参加者個別のプログラムを実施する場合〉

口診療終了後に，当該計画に基ついて行った診療方法や診療結果について

評価を行い，その要点、を記載する。

.記載例

9 月 1 日

精神科ナイト・ケア 1 6 : 00~20 : 00 

実施者 : 作業療法士00

場所 第O療法室(専用の療法室)

療法内容:調理

記録:コンソメスープの調理班に入って活動される。

スタッフから指示があると，その通りに動くことが出来ているが，

指示を受けた作業が終わってしまうとその場に手持ち無沙汰な様子

でじっと立ったままでいる。

※ l 紛争11科ナイト・ケアの |苅

始時1M!は午後 4 11寺以降です

。 治療上の必要がある場合に

は，病事uや屋外など，専用の

施設以外において当該療法を

実施することも可能です

。 取扱いについては，精神科

デイ ・ ケアの取扱いに準じて

行います

※ 2 YjlJ 添 2 の「様式46の 2J

→精神科デイ ・ ケア等 疾患

別等診療昔liilli (解釈 p2 1 49

参!!自)

( l 実施11寺 1mを記載 します

( 2 実施したケアの要点を記

"誕します
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1008-2 ・ 1009 ・ 1010 ・ 1010-2
「精神科デイ・ケア等」を開始した目から 1 年を超える期間で週4日以
上算定する場合

同ーの保険医療機関で 「精神科デイ・ケア等li< I J を開始した日から l 年を

超える場合には，精神科デイ ・ ケア等の実施回数にかかわらず，算定は 1 週間

に 5 日を限度とします。 ただし，週 3 日を超えて算定する場合にあっては， 患

者の意向を踏まえ，必要性が特に認められる場合に限られます。

.規定[記載]

週4 日以上算定できるのは，以下のいずれも満たす場合に限られる。

ア 少なく とも 6 月に I 回以上医師が「精神科デイ・ケア等」 の必要性につ

いて精神医学的な評価を行っている。 継続が必要と判断した場合には， そ

の.@由 を診療録に記載する。

イ 少なくとも 6 月に l 回以上，精神保健福松士又は公認心理師が患者の慈

向を聴取している。

ウ 精神保健福祉士等が聴取 した患者の意向を踏ま え， 医師を含む多職種が

協同して，患者の意向及び1実態等に応じた診療計画を作成している。 診療

計画には，短期目桜及び長期目標，必要なプロ グラム内容と実施頒度， :tfj 
事11科デイ ・ ケア等を必要とする期間等を記載する。医師は，作成した診療

計画iを患者又は家族等に説明し， í精神科デイ・ケア等」の実施について

同意を得る。

エ 当該保険医療機関が以下のいずれかの要件を満たしている。

① 直近 6 月の各月について，次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除 して算

出した数値の平均が0 . 8未満である。

(イ) 当該月において， 14回以上「精神科デイ・ケア等j を実施した患者

の数

(ロ) 当該月において回以上 「精神科デイ・ケア等J を実施した恵、者の

数

① 直近 I か月 に l 回以上 「精神科デイ・ ケア等J を実施した患者につい

て，当該保険医療機関の「精神科デイ・ケア等j を最初に算定 した月から

当該月末までの月数の平均が， 1 2か月未満で、ある。

胆記載等のポイント

口 6月に 1 回以上医師が「精神科デイ・ケア等」の必要性について精神医

学的な評価を行う。

口 「精神科デイ・ケア等」の継続が必要と判断した場合には，その理由を

記載する。

※ 1008-2:lW神科ショ ー

ト・ケア， 1 009精神科デ

イ・ケア， 101 0精神科ナイ

ト ・ ケア又は 10 10-2精神科

デイ ・ナイト・ケアをいいま

す



1011 精神科退院指導料

精神科椋務保険医療機関で， 1 月を超えて入院している精神疾患を有するも

の又はその家族等退院後の患者の看設に当たる者に対して ， 精神科担当医師Î ，

看護側Î，作業療法士及び精神保健福祉士が共同して， 必要に応じて |硲寄稿制サ

ービス事業所及び、相談支援事業所等と述抑しつつ，保健医療サービス又は福枇

サービス等に i刻する計画を策定 し ， r別紙様式24J ‘ け を参考と して作成 した文

書に よ り ， 退院後の治療計画，退院後の療養上の留意点，退院後に必要となる

保健医療サービス又は福祉サービス等について |宏 nilîが説明を行った場合に算定
します ;::: l , ，;' :~ 

また，入院期間が I 年を超える精神疾態を有するもの文はその家族等退院後

の患者の看護に当たる者に対して， 当該言 I-j国に基づき必要な指導を行った場合

であって，当該患者が退院 したときには，粉有1 1科地域移行支援加算と して ， 退

院l時に l 匝|に限り算定 します。

ー規定[貼付]

説明にm ~ 、た文古は，患者又はその家族等に交付する とと もに， その写 しを

診療録に lh'j付する 。

.記載等のポイント

口患者等に説明 ・ 交付した退院療養計画書の写しを貼付する。

口当該指導料を算定した旨を記載する。

胆記載例

9 月 20日

精神科退院指導料

退院予定日O月O日

家族(両親)に退院後について， 退院療養計画書を交付し説明する

(退院療養計画書の写しを貼付)

[主な指導内容1

・週 1 回の通院治療で経過観察。

・ストレスや刺激による気分の上がり下がりが強く 出る前の初期段階で対

処することが大切。 早期発見が最も重要なため， 気分の点数を ノ ートに

つけることを継続すること。

・ ご家族とご本人の点数の隔たりが大きい場合が要注意。 上がってきたと

きにはご自身で気がつかないことがほとんどですので， 周囲の人が上が

っているので病院に早めに相談 しようと勧めても本人が「まだ大丈夫」

などと言っても，必ず早めに相談すること。

-お薬については， 現在はどれも必要なお薬であると考えています。 必ず

決められた量を服用すること。 退院後長期間安定した時期が続けば， ゆ

っくり少量ずつ減らす予定あり 。

-退院後の保健医療サービス等:省略
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※ 1 r íjlj紙様式24 J → (精神

科)退院療養剤 illiî台(解釈 p

1 233参照)

※ 2 指導を行っ たもの及び指

導の対象が患者又はその家族

等であるか等の如何を問わ

ず， $草定の基礎となる退院に

つき， 1 @]に限りその!患者の

入院中に3事定します

※ 3 死亡退院の場合又は仙の

病院・診療所に入院するため

転院した患者については，算

定できません

( l 当該指導料を算定 した旨

を記載します

( 2 患者害事に説明 ・交付 した

退院療養育| 匝i啓の写 しを 11占付

します
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1011-2 精神科退院前訪問指導料

精神科機筋保険医療機関に入院している精神疾患を有するものの円滑な退院

のため，忠家又は精神障害者施設，小規模作業所等を訪問し，患者の病状， 生

活環境及び家族関係等を考!怠しながら，患者又は家族等の退院後患者の看護や

相談に当たる者に対して， 必要に応じて I'{~害福tli サー ビス事業所及び相談支援

事業所等と連携しつつ，退院後の療養上必要な指導や，在宅療養に向けた調主主

を行った場合に算定します。

なお， 医師の指示を受'けて保険医療機関の保健削i ， 看護附，作業療法士又は

精神保健福祉士が訪問し，指導を行った場合にも算定できます。

.規定 [記載]

精神科退院前訪問指導を行った場合は， 指導内容の要点を診療録等に記載す

る。

.記載等のポイント

口指導内容の要点を記載する。

口当該指導料を算定した旨を記載する。

.記載例

9 月 1 日

精神科退院前訪問指導

看護師と精神保健福祉士ヘ，退院前訪問指導(初回)を行う旨を指示する

主な指示内容 : 退院後の療養に適 しているか環境状況の確認， 協力者確

認， 地域の環境確認

〈訪問記録〉

訪問日時 : 9 月 10日 15: 00-15 ・ 30

訪問者 : 2 名 OONs.OOSW 

訪問場所 .患者宅

応対者 ・ 母親

状況: 退院後の協力者は母親 徒歩10分に住む祖父と祖母。 近所付き合

いは少ない。 母親は仕事で日中は患者 1 人となる。

自宅は雑然。 退院に向けて清潔や家具の整理の助言を行う。

退院後の生活を想定して， 買い物・ゴミ捨てなどの場所を確認。

近所の通所施設等を確認。

他省略

※次回訪問時は， 祖父， 祖母及び地域の相談支援事業所を含めての相談が

よい。

。 指導を行ったもの及び指導

の対象が患者又はその家族等

であるか等の如何]を!日lわず，

I 恒lの入院につき 3 回(入院

期間が 6 月を越えると見込ま

れる患者は 6 回)に限り指導

の実施日 にかかわらず退院日

に算定します

。 退院して患家に復帰文は精

者11陥害者施設に入所する患者

が算定の対象であり，医師I又

は看護側，作業療法士若しく

は精神保健稲布l 士が配置され

ている施設に入所予定の患者

は算定対象としません

。 指導に袈 した交通授は， 患

家の負担です

( l 当該指導料を算定した旨

をlìcq~ します

( 2 医師以外のものが指導を

行う場合は， 医師iが指示 した

旨及びその指示内容を記載し

ます

( 3 指導内容の要点を記載 し

ます



1012 精神科訪問看護・指導料
1012 精神科訪問看護・指導料(算定回数の特例)

精神科訪問看諮 ・ 指導料 (1 )又は(皿)は，精神科楳勝保険医療機WIで精

神科担当医師の指示を受けた当該保険医療機以!の「保健削i等J 、''' 1 が，粕事1 I疾

患を有する入院中以外の患者又はその家族等の了解を得て患家を訂ï lI\1 し，個別

に店、者又はその家族等に対して看談及び、社会復帰指導等を行った場合に算定し

ます。

それぞれの算定回数については，週 3 匝1 (当該忠者の退院後 3 月以内の則聞

において行われる場合にあっては，週 5 !IT1l " に限ると定められています

が. JI眠薬中断等により急性噌恕した場合であって，医師が必裂と認め指示した

場合には月に l 回に限り，当該急性地恕した日から 7 日以内のJJJj I日l につい

ては日につき I 回に限り 1平定することができます。

.規定[記載]

- 医師i は. r保証II師等j に対して行っ た指示内科の姿点を診療録に記，1戒する。

mi.1 r医療保険と介諮保険の給付調鐙に |刻する留意事項及び医療保|倹と介

護保|倹の相互に関連する事項等についてj 第 4 の 7 では. r者仲1I疾患

を有する患者であり，精神科訪問看税指示沓が交付された場合は，要

介護被保険者等のI患者であっても f，\:定できる 。 ただし，認知症が主傷

病である辺、者(粉相1 I科重症患者早期l集中支援管理料を算定する者を|徐

く)については算定できないj とされているが，精神科訪問看談・指

導料の算定に当たっては，当該医療機i品lの診療録等に . 1:1仲 1 I科訪 1 1 \1看

護指示舎に含まれる以 下の内容の記 ， 1誕があればよい。

・主たる傷病名，現在の状況，精神科訪1m看護に関する留n事項及び

指示事項。 (平26.7. 1 0 医療訴事務述絡)

. r注 I J ただし書及び 「注 2 J ただ し書に規定する場合、 3並びに 「注 3J に

規定する場合* /1 においては，それぞれの指示は月 に 1 !ITI ずつに |浪り， その

必要性について， 急性別!mの状態及び、指ノJ~ I)、l作の 12点と併せて診療録に記，1正

し，診療報酬明細書にもその必要性について記載する。

.記載等のポイント

口保健師等に対して行った指示内容の要点を記載する。

〈急性増悪等により，当該急性増悪した日から一定期間について. 1 日に

つき 1 固に限り算定する場合〉

口指示の必要性，急性増悪の状態，指示内容の要点を記載する。
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※ l 保他削1，看能町li ， 1!fi看設

r:m，作業療法士又は精神保健

福:fil 土をいいます

※ 2 ( J ) 及び( 皿 ). C005 

在宅 1:1:\者訪問看護 ・ 指導料

( 3 を除く)及びC005ート2同

一五II物居住者訪問看護 ・ 指導

料 (3 を|徐く)を1平定する日

と合わせての合計回数です

※ 3 IJ~~車中断書写により急性期

恕した場合で|玄 r:iliが必要と認

め指示 し ， I 月に IITII に|恨

り，急性問恕臼から 7 1:1 以内

のj剖聞は ， 1 1:1 につき l 図に

限り勿定できる旨のことです

※ 4 上記※ 3 の患者につい

て.!Eに継続した訪問看護が

必要と医(:jliが判断した場合

は，急性1首恕1:1 から l 月以内

の医r:iliが指示した述続した 7

日 間(上記※ 3 の期 1m は除

く)は ， I 日につき l 回に |浪

り算定できる旨のことです
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1012-2 精神科訪問看護指示料

入院中の患者以外の粉布1 1疾患を有する患者であっ て， 適切な在宅医療を確保

するため，指定訪IIlJ看訟に閲する指示を行うことを評価するもので，患者の診

療を担う保険医引 が診療に基づき指定訪問看設の必要性を認め，患者又はそ

の家族等の同慈を得て， f}3 IJ紙i様式 17J "2 を参考に作成した精神科訪問看殻指

示書に有効期間日を記載して，患者又はその家族等が選定する訪問看謎ステ

ーションに対して交付した場合に算定します。

なおか月の指示を行う場合には，精神科訪問看訟指示警に有効期間を記

載することを必要としません 九

.規定 {添付]

主治医は，交付した精神科訪問看訟指示古等の写 しを診療録に添付する。

.記載等のポイン ト

口交付した精神科訪問看護指示書等の写しを添付する。

※ l 精神科の医師に限ります

※ 2 r別紙様式 J7 J →精神科

訪問看護指示-:ll(解釈 p

1 203参照)

※ 3 6 月以内に|痕ります

※ 4 粉事1 1科訪問看設の指示

は ， F.!:'.者に対して主として診

療を行う保険医療機関が行う

ことを原則とし，退院時に l

回算定できるほか，在宅療養

患者について l 月 に l 回に限

り算定できます。 なお，同一

月に， 1 人の患者について複

数の訪問看護ステーシ ョ ンに

対して訪問看護指示普を交付

した場合でも，その指示料

は， 1 月に l 回を限度に算定

します(例外あり)

。 患者の診療を行った粉神科

の医師Iは，指定訪問看設の必

袈性を認めた場合には，診療

に基づき速やかに紛争jl科訪問

看護指示合及び精神科特別訪

問看護指示出(精神科訪問看

護指示計等)を作成します。

粉神科訪問看殺指示沓等に

は，緊急時のiili絡先として，

診療を行った保険医療機関の

電話番号等を必ず記載した上

で，訪問看護ステーシヨンに

交付します。 なお，精神科訪

問看護指示部等は， 特に患者

の求めに応じて，患者又はそ

の家族等を介して訪問看護ス

テーションに交付できます



1013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

r 1 J の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理11料は，精神科棋勝保険医療機

関で，柏村1科担当医師が，持続性抗精神病注射薬剤引 を投与している入院患

者以外の統合失調症患者に対して，計画的な治療管理を継続して行い，かつ，

その薬剤lの効果及び副作用に関する説明を含め，療養上必要な指導を行った場

合に， 月 l 回に|浪り，その薬剤lを投与 した 日 に算定します。

r 2 J の治療低抗性統合失調症治療指導管理料は，精神科標勝保険医療機関

で，精神科担当医師が，治療抵抗性統合失調症治療薬幻を投与している治療

抵抗性統合失調症患者に対して，計画的な治療管理を継続して行い，かつ，そ

の薬剤lの効果及び副作用に関する説明を含め，療養上必要な指導を行った場合

に，月 l 回に限り Z草定 します。

胆規定[記載]

抗粉相l'病特定薬剤j治療指導管理料を3平定する場合は， 治療計画及び指導内容

の袈点を診療録に記載する。

胆記載等のポイント

口治療計画の要点を記載する。

口実施した指導内容の要点を記載する。

口当該指導管理料を算定する旨を記載する。

.記載例

1 0月 1 日

診療計画書 電子カルテにスキャンして保存(先月交付し説明済み)

持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料

S ) 仕事〉仕事は普通にやってますね，親とはトラブルになるんですよ

ね。ー他省略-

0 ) 淡々と話す。

PH : アルコール性肝硬変，食道静脈溜(当院内科)

SH : 母はHigh EE ， 時々診察に同伴するよう伝えている。

A) # 1 ，統合失調症 #2 ， アルコール依存症

統合失調症に対しデポ斉IJ導入後は落ち着き一般就労(軽作業だが)し

ているものの，アルコール多飲の問題があり肝硬変に至っている。

本人に断酒の意志は無い。 母親と折り合いが悪く ， 双方が口論となっ

ては，病院に解決を求め電話をかけてくるような家庭だが，診療時に

その話題はあがらず問題はない。

0月O日 OLZ5mgから 2.5mg (こ減量。

0月O日 OLZ2.5mg中止。悪化は見られす。体重は低下傾向。

表情は変わらず。振り返りは進まない，他責的。

P ) 内服，ゼプリOン水懸筋注100mg継続。 飲酒を続ける危険性につい

て説明， 可能な限り断酒を勧める。
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※ l 持続性抗精神病注射ï!'M WJ

の種類については， r別紙

36J (解釈 p 1 248) を 参考

にします

(定型薬)

ハ ロペ リドールデカ ン敵エス

テル，フルフェナジンデカン

酸エステル

(非定型薬)

リスペリドン，ア リ ピプラゾ

ール(ア リ ピプラゾール水利

物)，パ リ ペリドンパルミチ

ン酸エステル

※ 2 クロザピン

( l 当該指導管理!料を:p:定す

る旨を記載します

( 2 実施した指導内容の要点

を記載します
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1014 医療保護入院等診療料

措lU入院，緊急指f白人!涜， 医療保設入院，応急入院に係る患者について，精

神保健指定医が治療言 I- ITlli を策定 し， その治療計画に基づき，治療管理I! を行 っ た

場合に， 入院期間中 IITII に限り釘定 します。

胆規定[記載]

患者に対する治療計画，説明の要点について診療録に記載する。

.記載等のポイント

口患者等に説明した治療計画等の要点、を記載する。

入院計画のほか， 入院形態，入院時の患者の状態，入院に同意した方

の続柄等

口当該診療料を算定する旨を記載する。

.記載例

10月 1 日

医療保護入院等診療料 精神保健指定医00

※O年O月O日，当院当科に初診。

診察時， 抑うつ気分，希死念慮，精神運動制止，身体の執j幼な痛みの訴

えを認め， うつ病エピソードの身体性症候群を伴うものと判断した。

※本人の保護及び加療のために入院が必要であると判断するも本人は「母

が心配だから帰るJ rうつ病ではないJ と語り，病識が無く入院に同意

する能力は無い。

※医療保護入院が必要であると判断した。 母親の同意で医療保護入院と

し，その旨を，文書を用いて本人に告知をした。

(治療計画書の写し， 同意書の写し添付)

。 医療保護入|民主平診療料をn:

定する病院は，隔離等の行動

制限を最小化するための委員

会において， 入院医療につい

て定期的な(少なくとも月 l

回)評価を行います

。 入院患者の隔離及ぴ身体拘

東その他の行動制限が病状等

に応じて必要最小限の範囲内

で適正に行われていることを

常に確認できるよう， -~y性

のある台帳が整備されている

ことが必要です。 また ， その

内容について他の医療機1l!1 と

枢互詞'個liできるような体制を

有していることが望ましいと

されています

( l 当該診療料をTI定する旨

を記jl事 します

⑨ 2 必者苦手に説明した内谷の

I}f点を記íl出します

( 3 治療計画を記;f出(又は添

付)します



1015 重度認知症患者デイ ・ケア 図

精神症状及び行動異常が著しい認知l症忠者(f認ま[I1ff高齢者の日常生活j夏判

定基準j 引 がランク M "' Z に該当するもの)の精神痕状等の軽快及び生活機能

の ITII復を目的とし， 厚生労働大臣が定める施設基準に迎合している ものとして

届け出た保険医療機関において， 患者 I 人当たり 1 EI につき 6 1時間以上行った

場合に算定しますれ }: " 'I 。

当該デイ・ケアは，医師の診療に基づき，対象となる患者ごとにプログラム

を作成 し， そのプログラム に従っ て行うものです。 また ， 定WJ的にその評{illî を

行う等計画的な医学的管迎!に基づいて行う必要があります。

.規定[記載l

重度認知疲患者デイ・ケアを行っ た場合は， その~点及び診療H年 1111 を診療録

等に記叙する。

.記載等のポイント

口実筋したケアの要点、及び診療時間を記載する。

.記載例

10月 1 日

重度認知症患者デイ・ケア 9: 00~16: 00 

実施者:作業療法士00

場所・第O療法室(専用の療法室)

療法内容体操， 運動レクリエーション，色塗り

記録 プログラムもマイペースに参加され落ち着き過ごされている。相変

わらず興味や関心は薄いが声掛けには反応よい。
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※ I r認知HJE高齢者の日常生

活自立度判定基準」 の活用に

ついて(平成 1 8fl: 4 月 3 日

老発第0403003号抜粋) (fi昨

釈 p 1709参!!~ )

※ 2 ランクMは，せん妄， 妄

想;! ， 9Utì，自 {i，1 ・{也容等の布!i

事 l '症状や紛争l'症状に起因する

1m旭行illIJが継続する状態等で

あり，著しい紛争l'症状や周辺

続状あるいは重篤な身体疾恐

が見られ，専門医療を必裂と

するものです

※ 3 入院態者以外の患者に l恨

りn:定します

※ 4 治療の一政!として治療上

の目的を迷するために食事を

提供する場合には，その'1'im

は所定点数に含まれます

( l 実随時1m を記îI世 し ます

( 2 実施したケアの要点を記

載します



266 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法

1016 精神科在宅患者支援管理料

精神科を桜椀する保険医療機IMJへの迎院が困難な者(精神症状により単独で

の通院が困難な者を含む)に対し，粘村l科医， 看護削i又は保健日i!î，作業療法

士，粉事1 1保健福祉士等の多職種が， r計画的な医学管理j の下に月 I 匝l以上の

訪問診療及び定期的な精神科訪問看設を実施する とともに，必裂に応じ， 急変

|時等に常時対応できる体制を整備し 「多職種が参加する定期的な会議j を|井l

催することを評価するもので，月 l 回に限り算定します。

.規定[添付][記載]

. r計画的な医学管理J については， r別紙様式4 1J '" I 又はこれに準じたi様式

を用いて総合支援言| 画告を月 l 回以上作成し， 総合支援計画苫の写しを診療

録に添付する。

. r多H品種が参加する定期的な会議J の IJfl1Hiに当たっては，以下の点に儲怒す

る。

ア 多機種会議においては，患者についての診療情報の共有， 支援計画古

の作成と見直し，具体的な支援内容， 訪問日程の計画及び支援の終了時

!羽等について協議を行う 。 また，診療録に会議の要点，参加者ーの峨積と

氏名を記載する。

イ 可能な限り，患者又はその家族等が同席することが望ましい。

ウ 支援計画書の内容については，患者又はその家族等へ文告による説明

を行い，説明に用いた文書を交付する。 また， 説明に1m>た文占の写し

を診療録に添付する。

.記載等のポイント

口毎月，総合支援計画書を作成し，その写しを添付する。

ロ 「多職種が参加する定期的な会議J の開催し，下記について行う。

・会議の要点，参加者の職種と氏名を記載する。

- 患者等ヘ説明・交付した文書の写しを添付する。

。参考 精神科在宅患者支援管

理料 l 及び紛事1 1科在宅!患者支

援管理料 2 の「イ j )) IJに厚生

労働大臣が定める患者のう

ち，集中的な支援を必要とす

る者の場合のの:定に当たって

は，診療報酬明調11mの摘要綱

に，直近の入院についての入

院日，入院形態並びに退院日

(入退院を繰り返す者の場合

は，直近の入院に加lえ，前身

回の入院についての入院臼，

入院形態並びに退院日)，直

近の退院時における GA F , 

当該月の最初の訪問診療|時に

おける G A F , r認鈍l症高齢

者の日常生活自立度判定基

準j の活用についてj (平成

1 8年 4 月 3 EI老発第0403003

号)におけるランク，初回の

算定日及びの一定する月に行っ

た訪問の日 |時，診療l時|百Islf;.び

に訪問した者の峨績を記íl正し

ます

※ 1 r別紙様式41j →総合支

援計画書(解釈 p l 255参!!'日)
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1016 精神科在宅患者支援管理料「注4J 精神科オンライン在宅管理料 図

精神科オ ンライン在宅管理u料は， 対面診療の原則のも とで，訪問診療とオン

ラ イ ン診察を組み合わせた在宅診療言| 匝iを作成し， 当該言 | 匝iに基づいて，オ ン

ライン診察による計画的な療養上の医学管理を行うことを評{~Iiし たものであ

り，訪問診療を実施した l時間格以外の時間帯にオンライン診察による医学管理

を笑施した場合に算定できます。 なお，当該診療計画iに基づかない他の傷病に

対する診察は，対而診療で行うことが原則であり，精神科オンライン在宅管理

料は算定できません。

① 患者の同意を得た上で，訪問診療とオンライン診察を刺lみ合わせた在宅

診療計画を作成する

② 厚生労働省の定める情報通信機器を月3いた診療に係る指針に沿って診察

を行う

① 当該計画に沿って，オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を

行う

※当該医学管理を行う医師は， 精神科在宅患者支援管理!料を3平定する際に

診療を行う医師と同ーのものに限る

※当該医学管理!は，当該保険医療機関内において行う

※患者は，自宅においてオンライン診察を受ける必要がある

※複数の患者に対して同時にオンライ ン診察を行っ た場合は， 当該管理料

は算定できない

※同ーの患者について，オンライン診察による医学管理を実施 した同一時

IItI械に連携する訪問看設ステーションが訪問看諮基本療後賀又は精神科

訪問看護基本療養授を算定した場合， 精神科オンライン在宅管理料は算

定できない

※同一の患者について，オンライン診察による医学管理を実施した日に，

COOO往診料， COOI在宅患者訪問診療料( 1) ， COOI-2在宅患者訪問診

療料(ll) ， C005在宅患者訪問看護・指導料， C005ート2同一建物居住者

訪問看護・指導料， C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料，

C008在宅患者訪問薬剤管理指導料， C009在宅患者訪問栄養食事指導料

又はI0 1 2精神科訪問看護 ・指導料をt;\:定した場合，精神科オンライン

在宅管理料は算定できない

.規定[記載]

当該言 I-ffijjに沿って，オンライ ン診察による計画的な療養上の医学管型uを行っ

た際には， 当該管理!の内容，当該管理!に係るオンライン診療を行った日 ， 診察

時間等の要点を診療録に記il指する 。

胆記載等のポイント

口患者の同意を得た旨を記載する。

口精神科オンライン在宅診療計画を作成し，その内容を記載又は添付する。

口精神科オンライン在宅管理を行った内容，診察日，診察時間等の要点を

記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

。 算定可能な!患者は， 精神科

在宅!患者支援官四!料の算定対

象となる患者であっ て， 当該

管理料を初めてp:定した月か

ら 6 月以上経過し，かつ当該

管理II料を初めて算定 した月か

ら 6 月の1m，オンライン診察

を行う医師と同ーの医師によ

り，毎月訪問診療を行ってい

るものに|恨ります。 ただし，

料事l'科在宅患者支援管理料を

初めて算定した月から 6 月以

lニ経過している場合は，直近

1 2月以内に当該管理II料を 6

回以上，同ーの医師による対

而診療においてz4定していれ

ば対象となります


